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（2012 年 10 月 29 日 おおい町への要望書 付属説明資料） 

 

制御棒挿入時間に関する関西電力の暴論 

大飯原発３・４号運転差し止め仮処分裁判での関電の主張とその批判 

 

・大阪地裁に３月１２日、原告２６２名で提訴（福井、関西、岐阜の住民） 

   事件番号 平成２４年（ヨ）第２６２号、３１８号 

・１０月１０日に第６回審尋。次回は１１月２８日 

・裁判の最大の焦点は制御棒挿入性の問題。とりわけ、基準値２．２秒問題。 

・関電が主張をはぐらかすため、９月５日の第５回審尋で、裁判長が文書で「求釈明」を出し、

関電の見解を確認した。 

 

［この問題の背景］ 

現在の活断層２連動（７００ガル）の場合でも挿入時

間が２．１６秒であり、基準値２．２秒までの余裕は２％。

３連動になれば、２．２秒を超えてしまい、技術基準違

反となって運転ができなくなるという事情があります。

そのため関電は、様々な詭弁・暴論を主張。 

 

国が認めている３連動７６０ガルでも 

挿入時間は２．２１秒 （基準値超え） 
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 関電は裁判長の求釈明に答えて、制御棒挿入時間の「定めはない」と答えています。しかしこ

れは、安全審査そのものを覆す暴論です。 

制御棒の挿入時間については、国の技術基準（省令６２ 号）第２４条１項によって「緊急停止

時の制御棒の挿入時間は、設置許可申請書添付書

類八の仕様及び添付書類十における運転時の異常

な過渡変化及び事故の評価で設定した時間を満た

していること」と定められています。この添付書

類八は、安全設計審査指針に基づいています。 

そして、関電が国に出した設置許可申請書の添

付八で、制御棒駆動装置の設計仕様として２．２

秒が明記されています。このように２.２秒は、安

全設計審査指針に基づいて立てられた設計上の

「仕様」であり、守らなければならない前提です。

２．２秒によって許可をうけているのですから、これを守れない場合は技術基準違反となり、そ

のまま運転を続けることはできません。 

この点について、これまでの国との交渉で「基準値２．２秒は守らなければならない」と何度

も確認してきました。また、８月３日の第１７９ 回福井県原子力環境安全管理協議会で、県の原

子力安全専門委員長中川英之氏は「制御棒の挿入時間については、２．２ 秒以下である必要があ

る」と述べています。 

このように、国も福井県も制御棒挿入時間の基準値２．２秒は守らなければならないと述べて

いるにもかかわらず、関西電力は「定めはない」との主張に固執しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関電の主張１ 

制御棒挿入時間の「定めはない」。 基準値２．２秒は事故の解析条件にすぎない。 

関電の主張２ 

挿入時間が１１秒でも安全。地震の場合２．２秒は守らなくてもよい。 

地震で原発の機器は壊れないことになっている。 

（福井県原子力安全専門委員会：中川委員長） 
・３連動の場合の基準地震動は 760 ガルである。1.46 倍というのは、発電所の中の一番弱

いところが駄目になる地震動であり、耐性をあらわしたものである。 

・制御棒の挿入時間については、2.2 秒以下である必要がある。基準地震動の 700 ガルで簡

易計算した結果は 2.16 秒で、念のために実施した精密計算の結果では 1.88 秒である。 

・基準地震動は 700 ガルであり、正規の挿入時間は 2.16 秒である。 
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関電は、「制御棒挿入性に関しては、少なくとも１１秒程度までは具体的危険性が存在しないこ

とが明らかになっている。したがって、制御棒挿入時聞が１１秒程度以内となることが重要であ

り、２.２秒以内か否かは問題とならない」と述べています（１０ 月３日付関電の主張書面）。こ

の「１１秒論」は、福島原発事故前に、安全余裕をどれだけ切り縮めることができるかという解

析レポートを基にしたものです。その場合「単一故障」を前提として、外部電源は喪失するがデ

ィーゼル発電機や冷却装置などは全て動くことを前提としたものです。福島事故の教訓からすれ

ば、全くの絵空事です。 

この「１１秒論」についても、６月２５日の政府交渉で、旧保安院の御田氏（現：規制庁企画

調査官）は、「制御棒挿入時間が１１秒遅れても燃料を冷却する機能が確保されるとしており、基

準値を超えてもよいとの見解を示したものではないと聞いております」「１１秒になってもいいな

んていう話をしたわけではなく」と、関電の主張を否定しています。 

さらに関電は、地震の場合は２．２秒は守らなくてもよいとしています。第６回審尋で裁判長

が「普通に考えると、地震のときが厳しくなるのではないのか」と尋ねました。関電は「地震で

原発の機器は壊れないことになっている」と、ここでも福島原発事故の教訓を顧みない驚くべき

発言を行っています。 

これについても、６月２５日の政府交渉で旧保安院は「基準値は、一般の事故と地震時で区分

する特段の理由はないというふうに考えております」「２．２秒の制限値は同じですね。地震によ

って制御棒の挿入性が遅れる時間が加味されたもので２．２秒を満足するかどうかですので、地

震が起こったからといって 2.2 秒の判断基準が変わるものではないです」と、関電の主張を明確

に否定しています。 
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 関電は、ＦｏＡ－ＦｏＢ－熊川断

層が３連動した場合の揺れの大きさ

は、約１０００ガルだと認めていま

す。そして、ＪＮＥＳ（原子力安全

基盤機構）の実験を基に、１５６０

ガルでも制御棒は２．２秒「程度」

で挿入できるので、問題ないとして

います。しかし、このＪＮＥＳの実

験結果は、試験装置の試験結果で２．

２９秒、実機に適用した場合は３．

２６秒となり、明らかに基準値２．

２秒を大きく上回っています。「２．

２秒「程度」と紛らわしい表現を使

っていますが、２．２秒を大幅に超えているのです。 

 

 

 

 

 

  

関電は５月２１日の福井県原子力安全専門委員会で、制御棒挿入時間の評価値は１．８８秒だ

と説明しました。これについて裁判長は、国で認められている数値なのかと求釈明を行いました。

１０月１０日の第６回審尋で、関電はいやいやながら、国に認められている数値ではないと認め、

裁判長もそのことを確認しました。１．８８秒は関電の私的な数値に過ぎないのです。 

 また関電は、３連動の場合は１．８３秒となり、地震の揺れが大きくなると制御棒は早く挿入

できるなどと奇妙な論まで持ち出しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関電の主張３ 

 活断層の３連動の場合、揺れの大きさは約１０００ガル。 

実験で１５６０ガルでも２．２秒「程度」で制御棒は挿入できる。 

関電の主張４ 

 ２連動の場合の制御棒挿入時間の評価値は２．１６秒ではなく１．８８秒。 
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以上のように、制御棒挿入性に関する関電の主張は安全性をないがしろにし、基準値さえ守ら

なくてもよいというものです。このような安全基準さえ守ろうとしない姿勢が許されていいので

しょうか。 


